
市報 いしのまき 　平成30年（2018年）12月1日号3

おお
ららせせ
知知
今月

のおお
ららせせ
知知子

ど
も
・
教
育

子
ど
も
・
教
育

環
境
・
エ
コ

環
境
・
エ
コ

食品ロス削減運動実施中！
　忘年会・新年会な
どでは、食べ残しが
多くなりがちです。
　食品ロス削減のため、「もったいない！食べ残し！
３
さんまる
０・１

いちまる
０運動」を実施しています。

　宴会時には幹事さんが声をかけて、「開始後30分間
と終了前10分間」は料理を楽しみ、食べ残しを減らし
ましょう。
□問　廃棄物対策課（内線3374）

宴会時も会食時も、
おいしく残さず食べきって
ごみを減らしましょう。

いしぴょん

11月10日に遊楽館で行われた市政功労者表彰式で受賞した安原悦子さん

あ
る

○
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災

し
、次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
経
済
的
な
援
助
を
必
要

と
し
て
い
る
世
帯

 

・ 

家
屋
が
半
壊
以
上
の
被
害
を

受
け
た

 

・ 

原
子
力
発
電
所
の
事
故
か
ら

避
難
し
て
き
た

 

・ 

解
雇
な
ど
に
よ
り
著
し
く
収

入
が
減
っ
て
い
る

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

□申・□問  

各
小・中
学
校

　
市
教
育
総
務
課

　
（
内
線
５
０
１
７
）

　
一
般
家
庭
の
ホ
ー
ム
タ
ン
ク

や
事
業
所
の
タ
ン
ク
か
ら
灯
油

な
ど
の
油
類
が
漏
れ
出
し
、河

川
へ
流
出
す
る
事
故
が
発
生
し

て
い
ま
す
。

　
ホ
ー
ム
タ
ン
ク
な
ど
か
ら
灯

油
を
小
分
け
に
す
る
時
は
絶
対

に
そ
の
場
か
ら
離
れ
ず
目
を
離

さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、ホ
ー
ム
タ
ン
ク
や
給

油
管
が
破
損
し
て
い
な
い
か

点
検
し
、事
故
防
止
に
努
め
ま

し
ょ
う
。

　
流
出
し
た
油
の
回
収
や
処
理

に
か
か
っ
た
費
用
は
、原
因
者

の
負
担
に
な
り
ま
す
。

　
事
故
発
生
か
ら
時
間
が
た
つ

に
従
い
、油
が
広
域
に
拡
散
し

回
収
に
時
間
や
手
間
が
か
か
り

回
収
費
用
も
増
大
し
ま
す
。

　

水
質
事
故
を
起
こ
し
た
ら
、

お
近
く
の
消
防
署・警
察
署・市

役
所
、国
や
県
の
機
関
な
ど
へ

速
や
か
に
ご
連
絡
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
一
人
ひ
と
り
が
注
意
し
て
豊

か
な
自
然
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

□問　

北
上
川
水
系
、江
合
川
及

び
鳴
瀬
川
水
系
水
質
対
策
連

絡
協
議
会
事
務
局（
北
上
川

下
流
河
川
事
務
所
）

　
☎
９
４－

９
８
５
２

　
市
環
境
課（
内
線
３
３
６
９
）

　

経
済
的
な
理
由
か
ら
小・
中

学
校
に
子
ど
も
を
就
学
さ
せ
る

こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
保

護
者
に
対
し
て
、就
学
に
必
要

な
経
費
の
一
部
を
援
助
す
る
制

度
で
す
。

対
象

○
保
護
者
の
世
帯
全
体
が
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
、経
済

的
な
援
助
を
必
要
と
し
て
い

る
世
帯

 

・ 

生
活
保
護
を
停
止
ま
た
は
廃

止
さ
れ
た

 

・ 

市
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減

免
さ
れ
て
い
る

 

・ 

固
定
資
産
税
や
個
人
事
業
税

が
減
免
さ
れ
て
い
る

 

・ 

国
民
年
金
の
保
険
料
の
減
免

を
受
け
て
い
る

 

・ 

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
ま

た
は
徴
収
の
猶
予
を
受
け
て

い
る

 

・ 

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
る

 

・ 

生
活
福
祉
資
金
の
貸
し
付
け

を
受
け
て
い
る

 
・ 

世
帯
員
全
員
の
合
計
収
入
が

著
し
く
低
い
な
ど
の
事
情
が

　

長
い
間
、市
の
発
展
に
寄
与

さ
れ
た
自
治
功
労
な
ど
８
部
門

63
人・
11
団
体
の
方
々
が
表
彰

さ
れ
ま
し
た
。

　
受
賞
者（
敬
称
略
）

【
自
治
功
労
】

庄
司　
慈
明（
元 

市
議
会
議
員
）

鈴
木　
葊（
現 

石
巻
市
国
民
健

康
保
険
事
業
の
運
営
に
関
す

る
協
議
会
委
員
）

遠
藤　
孝
夫（
元 

羽
黒
町
坂
下

会
会
長
）

安
原　
悦
子（
現 

羽
黒
町
町
内

会
婦
人
部
長
）

鈴
木　
義
隆（
元 

羽
黒
町
町
内

会
文
教
部
長
）

佐
々
木　
光
寛（
現 

田
道
町
一

丁
目
町
内
会
会
計
）

遠
藤　
政
俊（
現 

大
橋
町
内
会

副
会
長
）

大
橋　
和
夫（
現 

中
里
第
一
町

内
会
会
長
）

髙
橋　
信
治（
現 

中
里
第
一
町

内
会
総
務
副
部
長
）

三
浦　
宏
昭（
現 

開
北
町
内
会

福
祉
文
化
部
副
部
長
）

黒
須　
勇
一（
現 
上
大
街
道
第

一
町
内
会
幹
事
）

須
藤　
吉
雄（
元 

上
大
街
道
第

一
町
内
会
幹
事
）

関
谷　
敏
子（
現 

駅
前
親
交
会

女
性
部
長
）

佐
藤　
光
治（
現 

下
釜
第
三
町

内
会
総
務
部
長
）

出
羽　
隆（
現 

中
央
正
和
会
会

長
）

亀
山　
輝
男（
元 

井
内
東
部
町

内
会
会
長
）

髙
橋　
健
治（
元 

井
内
西
部
町

内
会
会
長
）

塩
澤　
浩
二（
現 

万
石
浦
二
区

監
事
）

相
澤　
惠
美
子（
現 

万
石
浦
二

区
監
事
）

佐
藤　
堯（
現 

大
宮
町
町
内
会

会
計
）

橋
浦　
正
朝（
現 

谷
地
町
内
会

文
化
部
副
部
長
）

渡
邊　
俊
策（
現 

新
谷
地
前
町

内
会
心
和
会
会
長
）

木
村　
浩
美（
現 

向
陽
町
五
丁

目
若
葉
会
婦
人
部
長
）

髙
橋　
み
さ
子（
現 

向
陽
町
五

丁
目
若
葉
会
副
婦
人
部
長
）

嶋
村　
の
ぶ
子（
現 
向
陽
町
五

丁
目
若
葉
会
副
婦
人
部
長
）

須
藤　
晴
男（
元 

本
地
自
治
会

会
計
）

佐
藤　
正
一
郎（
元 

十
八
成
行

政
区
理
事
）

吉
田　
久
信（
元 

十
八
成
行
政

区
副
行
政
委
員
）

阿
部　
龍
太
郎（
元 

十
八
成
行

政
区
副
区
長
）

青
木　
甚
一
郎（
現 

波
板
地
区

会
副
会
長
）

【
保
健
衛
生
功
労
】

佐
藤　
三
吉（
現 

学
校
医
）

佐
久
間　
実
香（
現 

学
校
医
）

津
田　
か
づ
子（
現 

市
保
健
推

進
員
）

【
産
業
功
労
】

小
池　
幾
世（
現 

石
巻
魚
市
場

買
受
人
協
同
組
合
専
務
理
事

現 

石
巻
冷
凍
協
議
会
副
会　

長
）

尾
形　
清
雄（
現 

み
や
ぎ
オ
ー

バ
ー
シ
ー
協
同
組
合
代
表
理

事
）

【
統
計
功
労
】

後
藤　
美
智
江（
現 

市
統
計
調

査
員
）

半
澤　
文
博（
現 

市
統
計
調
査

員
）

【
芸
術
文
化
功
労
】

大
嶋　
宗
洋（
現 

茶
道
裏
千
家

石
巻
同
門
会
会
長
）

三
國　
裕
子（
現 

い
し
の
ま
き

市
民
劇
団「
夢
ま
き
座
」顧

問
）

阿
部　
廣
昭（
現 

蛇
田
地
区
ス

ポ
ー
ツ
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン・親
交
会
実
行
委
員
長
）

【
都
市
整
備
功
労
】

 

・ 

大
街
道
子
供
会
育
成
会
公
園

愛
護
会

【
社
会
福
祉
功
労
】

松
川　
幸
代（
現 

市
社
会
福
祉

協
議
会
監
事
）

千
葉　

成
子（
現 

民
生
委
員・

児
童
委
員
）

三
浦　

英
憲（
現 

民
生
委
員・

児
童
委
員
）

阿
部　

秀
美（
現 

民
生
委
員・

児
童
委
員
）

 

・ 

石
巻
身
体
障
害
者「
歩
む
会
」

 

・ 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル
ひ

ま
わ
り 

 

・ 

石
巻
骨
髄
バ
ン
ク
の
会 

 

・ 

明
笑
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ

ル
ー
プ 

 

・ 

蛇
田
手
話
サ
ー
ク
ル 

 

・ 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル
な

な
か
ま
ど

 

・ 

石
巻
絵
本
と
お
は
な
し
の
会 

 

・ 

石
巻
市
食
生
活
改
善
推
進
員

連
絡
協
議
会
北
上
分
会 

 

・ 

牡
鹿
給
食
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 

・ 

琴
伝
流
大
正
琴
愛
好
会

【
治
安
功
労
】

平
塚　
国
義（
現 

市
消
防
団
部

長
）

濱　
温（
現 

市
消
防
団
部
長
）

宇
都
宮　

良
昭（
現 

市
消
防　

団
部
長
）

佐
藤　
隆
弘（
現 

市
消
防
団
部

長
）

日
野　
宏
敏（
現 

市
消
防
団
部

長
）

髙
橋　
幸
直（
現 

市
消
防
団
部

長
）

今
野　

進（
現 

市
消
防
団
部

長
）

今
野　
英
治（
現 

市
消
防
団
部

長
）

西
條　
憲
一（
現 

市
消
防
団
部

長
）

武
山　

 

昇（
現 

市
消
防
団
部　

長
）

石
森　
孝
信（
現 

市
消
防
団
副

分
団
長
）

佐
藤　
仁
志（
現 

市
消
防
団
分

団
長
）

大
澤　
葊（
現 

市
消
防
団
分
団

長
）

鈴
木　
智
也（
現 

市
消
防
団
副

分
団
長
）

髙
橋　
貴
徳（
現 

市
消
防
団
分

団
長
）

工
藤　
勝
男（
現 

市
立
向
陽
小

学
校
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
隊

員
）

黒
須　
正
孝（
現 

市
防
犯
協
会

連
合
会
石
巻
支
部
蛇
田
分
会

班
長
）

　
倉　
裕
哉（
現 

市
河
南
防
犯

実
働
隊
広
渕
地
区
隊
員
）

門
馬　
典
夫（
現 
市
交
通
安
全

指
導
隊
河
南
分
隊
北
村
班
班

長
）

□問　
秘
書
広
報
課

　
（
内
線
４
０
１
４
）

小・中
学
生
対
象
の

就
学
援
助
制
度

灯
油
を
小
分
け
に
す
る

時
は
ご
注
意
を
！

多
年
に
わ
た
る
功
績
を
た
た
え
て

～
平
成
30
年
度
石
巻
市
市
政
功
労
者
～
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お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

空間放射線量の測定結果� （単位：ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／時）
測定箇所 測定結果 測定期間

市立小学校、市立中学校、
市立高等学校� （敷地） 0.05～0.10 10/2～10/24

市立保育所、私立幼稚園、
私立保育園� （敷地） 0.04～0.09 10/1～10/24

公共施設等
（ホットスポット調査） 0.0５～0.09 10/1～10/24

牡鹿地区集落 0.05～0.12 10/2～10/16

防災「合言葉」受賞作品防災「合言葉」受賞作品
佳

　
　作

応
職員
縁
全国からの全国からの

「住まいの復興給付金」申請相談会

「災害復興住宅融資」無料相談会

と　　き ところ
12月14日（金）

午前10時～午後4時 市役所5階市民サロン前
１月20日（日）

と　　き ところ
12月14日（金）

午前10時～午後4時 市役所5階市民サロン前
１月20日（日）

　住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）は、震災により被害を受けた方が、住宅の再建・
補修をするための融資（建設・購入の場合は当初５年間の金利０％）について、相談会
を行っています。
　また、地元金融機関の住宅ローンに関する相談も可能な場合があります。

□申� ・□問�　住宅金融支援機構お客様コールセンター
　　　　☎0120-086-353（通話無料）　午前9時～午後5時（祝日を除く）
　　□問�　市生活再建支援課（内線 3953）

□問�　住まいの復興給付金事務局コールセンター
　　☎ 0120-250-460（通話無料）　午前 9時～午後 5時（土日・祝日を除く）
　　市生活再建支援課（内線 3953）

　東日本大震災で被災した住宅（借家を除く）の所有者が、平成26年４月の消費税率８％
引き上げ以降に、住宅を建築・購入、または補修（工事費が税抜100万円以上）し、その後居
住する場合に、消費税増税分相当（建築・購入の場合、最大90万円）の給付が受けられる制
度です。
※申請は、住宅の引渡日から１年以内にしてください。
　（平成33年12月31日までに引き渡された住宅が対象）
※次の場合は申請対象外です。
被災時に住宅を所有していなかった場合／賃貸にお住まいだった場合／消費税率
５％で建築・購入、あるいは補修を行っている場合

相談内容　給付の可否、申請書の記入方法、必要書類、作成済み書類の確認など
　　　　　※会場では申請書の提出はできません。

要電話予約

　

防
災
集
団
移
転
促
進
事
業

で
移
転
し
た
方
の
補
助
金
の
交

付
申
請（
利
子
補
給・引
越
代
補

助
）、被
災
元
地
の
買
い
取
り
に

つ
い
て
、平
成
31
年
３
月
31
日

ま
で
に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

対
象

《
防
災
集
団
移
転
促
進
事
業
補

助
金
》

　
市
で
造
成
し
た
集
団
移
転
地

に
移
転
し
た
方
で

 

・ 

金
融
機
関
か
ら
融
資
を
受
け

て
土
地
の
購
入・
家
屋
の
建

築
を
し
た
場
合

 

・ 

業
者
に
依
頼
し
て
引
っ
越
し

を
し
た
場
合（
復
興
公
営
住

宅
へ
の
引
っ
越
し
も
対
象
）

※
市
で
造
成
し
た
団
地
以
外
に

移
転
予
定
の
場
合
は
が
け
地

近
接
危
険
住
宅
移
転
事
業
の

対
象
と
な
り
ま
す
の
で
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

《
被
災
元
地
の
買
い
取
り
》

　
移
転
促
進
区
域
内
の
土
地
で

 

・ 

専
用
住
宅
用
地
、併
用
住
宅

用
地

 

・ 

住
宅
地
に
介
在
し
て
い
る
宅

地
と
農
地（
住
宅
地
と
一
体

利
用
さ
れ
て
い
る
土
地
）

※
土
地
の
状
況
に
よ
っ
て
は
買

い
取
り
出
来
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
。

（
例　

相
続
登
記
や
権
利
抹

消
の
手
続
き
な
ど
が
済
ん
で

い
な
い
土
地
な
ど
）

※
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□申�・□問�　
補
助
金
関
係

　
集
団
移
転
推
進
課

　
（
内
線
５
４
８
９
）

　
土
地
買
い
取
り
関
係

　
用
地
課（
内
線
５
５
３
８
）

　
震
災
で
住
居
な
ど
を
移
転
再

建
す
る
方
の
負
担
軽
減
の
た

め
、特
例
措
置
と
し
て
加
入
金

を
免
除
し
て
い
ま
す
。

対
象　
給
水
区
域
内（
石
巻
市・

東
松
島
市
内
）に
お
い
て
、震

災
に
よ
り
住
居
な
ど
が
被
災

し
た
方
で
、移
転
再
建
す
る

際
に
、新
た
な
給
水
装
置
を

設
置
す
る
と
同
時
に
被
災
し

た
場
所
の
給
水
装
置
の
廃
止

手
続
き
を
す
る
方

※
建
売
住
宅
や
中
古
住
宅
な

ど
、既
に
加
入
手
続
き
済
み

の
物
件
を
購
入
の
場
合
は
、

免
除
の
対
象
外
と
な
り
ま

す
。

免
除
期
限　
平
成
33
年
３
月
31
日

□問�　
石
巻
地
方
広
域
水
道
企
業

団
給
水
課

　
☎
９
５－

６
７
０
７

　
震
災
に
よ
り
直
接
被
害
を
受

け
た
中
小
企
業
者
を
支
援
す
る

た
め
、被
災
し
た
施
設
な
ど
の

復
旧
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。

対
象

 

・ 

震
災
時
市
内
で
事
業
を
営
ん

で
い
た
方（
個
人
事
業
者
の

場
合
、市
内
に
居
住
し
て
い

た
方
）で
、市
内
で
事
業
を
再

開
ま
た
は
継
続
す
る
方

　
※
対
象
と
な
ら
な
い
業
種
も

あ
り
ま
す
。

 

・ 

施
設
が
大
規
模
半
壊
以
上
の

被
害
を
受
け
た
方

 

・ 

市
税
お
よ
び
国
民
健
康
保
険

税
に
未
納
が
な
い
方

 

・ 

施
設
な
ど
の
復
旧
に
係
る

国・
県
な
ど
の
補
助
金
を
受

け
て
い
な
い
方

 

・ 

平
成
31
年
３
月
31
日（
日
）ま

で
に
復
旧
を
完
了
し
、実
績

報
告
書
を
提
出
で
き
る
方

（
す
で
に
復
旧
を
終
え
て
い

る
場
合
も
可
）

※
す
で
に
同
制
度
を
利
用
し
た

方
は
、対
象
外
で
す
。

補
助
金
額　
復
旧
に
要
し
た
経

費（
税
抜
で
20
万
円
以
上
）

の
２
分
の
１
以
内（
限
度
額

１
０
０
万
円
）

※
補
助
金
交
付
の
申
請
は
、１

事
業
者
に
つ
き
１
施
設
の
み

で
す
。（
ア
パ
ー
ト
な
ど
を
複

数
棟
所
有
し
て
い
る
場
合
で

も
、申
請
は
１
棟
の
み
で
す
）。

受
付
期
間　
12
月
３
日（
月
）～

14
日（
金
）

※
補
助
金
交
付
額
が
上
限
に
達

し
た
場
合
は
受
け
付
け
を
締

め
切
り
ま
す
。

□申�・□問�　
商
工
課

　
（
内
線
３
５
２
４
）

　
プ
レ
ハ
ブ
仮
設
住
宅
か
ら
引

っ
越
し
を
す
る
と
き
は
、仮
設

住
宅
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
☎

９
２－

５
９
０
１
）に
連
絡
し
、

退
去
立
ち
会
い（
物
品
チ
ェ
ッ

ク
な
ど
）を
受
け
、返
還
届
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
住
宅
再
建
済
み
の
方
や
復
興

公
営
住
宅
そ
の
他
の
賃
貸
住
宅

な
ど
へ
転
居
し
た
方
が
、仮
設
住

宅
返
還
届
を
提
出
せ
ず
に
不
正

に
利
用
し
続
け
る
こ
と
は
入
居

契
約
違
反
と
な
り
、仮
設
住
宅

返
還
請
求
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、雄
勝
、北
上
、牡
鹿
地

区
の
プ
レ
ハ
ブ
仮
設
住
宅
に
つ

い
て
は
、各
総
合
支
所
保
健
福

祉
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。　

□問�　
生
活
再
建
支
援
課

　
（
内
線
３
９
６
６
）

　
り
災
証
明
書
が
半
壊
以
上
で

住
宅
再
建（
建
設・購
入
、補
修
）

を
し
た
、ま
た
は
、予
定
し
て
い

る
世
帯
で
、加
算
支
援
金
以
外

の
補
助
金
を
申
請
し
て
い
な
い

世
帯
は
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
補
助
制
度

 

・ 

住
宅
再
建
事
業
補
助
金

 

・ 

危
険
住
宅
移
転
事
業
補
助
金

 

・ 

津
波
浸
水
区
域
被
災
住
宅
小

規
模
補
修
補
助
金（
要
事
前

相
談
※
半
壊
を
除
く
）

□問�　
生
活
再
建
支
援
課

　
（
内
線
４
７
６
７
）

　
加
算
支
援
金
の
申
請
を
一
度

も
し
て
い
な
い
世
帯
の
方
は
、早

め
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
請
期
限　
平
成
31
年
４
月
10
日

支
給
対
象　
り
災
証
明
書
が
大

規
模
半
壊
以
上
で
住
宅
再
建

（
建
設・
購
入
、補
修
、賃
借
）

の
契
約
が
済
ん
で
い
る
世
帯

※
賃
借
に
関
し
て
は
公
営
住
宅

を
除
く
。

※
申
請
、受
給
済
み
の
世
帯
の

方
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

□申�・□問�　
生
活
再
建
支
援
課

　
（
内
線
３
９
５
５
）

向陽小学校５年 布
ふ

施
せ

　ほのか

石巻市で被災されたとする死者数および行方不明者数　　※平成30年10月末現在

直接死 3,277人　関連死 275人　行方不明者 420人
※直接死とは　津波や家屋倒壊等が原因で亡くなった方
※関連死とは　直接死以外でこの震災が原因で亡くなり、災害弔慰金支給審査会

等で認定された方

12
月
11
日（
火
）午
後
３
時
ご
ろ

　

除
染
な
ど
が
必
要
と
な
る
空

間
放
射
線
量
は
、
毎
時
０
・
23

マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
市
内
に
お
い

て
放
射
線
量
の
測
定
を
行
っ
た

結
果
、
測
定
地
点
の
全
て
で
、

健
康
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な

数
値
は
検
出
さ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

移
転
補
助
金
と
被
災
元
地

買
い
取
り
申
請
は
お
早
め
に

震
災
移
転
再
建
時
は

水
道
加
入
金
を
免
除

第
３
回
中
小
企
業
復
旧
支
援

事
業
補
助
金
の
申
請
受
付
開
始

プ
レ
ハ
ブ
仮
設
住
宅

退
去
時
は
返
還
手
続
き
を

住
宅
再
建
に
係
る
補
助
金

の
相
談
は
し
ま
し
た
か

被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

※
住
民
持
ち
込
み
に
よ
る
食
品

な
ど
の
放
射
性
物
質
の
簡
易

検
査
お
よ
び
空
間
放
射
線
簡

易
測
定
器
の
貸
し
出
し
を

行
っ
て
い
ま
す
。

□問�　
環
境
課
（
内
線
３
３
６
６
）

防
災
ラ
ジ
オ
テ
ス
ト
放
送

空
間
放
射
線
量

10
月
の
測
定
結
果

丁
寧
な
応
対
心
掛
け
る

　

今
年
４
月
か
ら
、
建
物
を
建
て

る
際
や
宅
地
を
開
発
す
る
際
の
計

画
の
審
査
業
務
、
工
事
後
の
検
査

業
務
、
窓
口
で
の
相
談
業
務
に
当

た
っ
て
い
ま
す
。

　

派
遣
元
で
は
、
違
法
建
築
物
や

違
法
造
成
地
の
指
導
・
監
督
処
分

業
務
に
従
事
し
て
お
り
、
建
築
関

連
で
被
災
地
の
役
に
立
て
れ
ば

と
、
志
願
し
て
赴
任
し
ま
し
た
。

　

石
巻
は
気
候
風
土
が
穏
や
か

で
、
そ
し
て
何
よ
り
人
の
温
も
り

を
感
じ
る
街
だ
と
感
じ
て
い
ま

す
。
市
民
の
皆
さ
ん
の
優
し
さ
に

支
え
ら
れ
、
充
実
し
た
毎
日
を

送
っ
て
い
ま
す
。

　

大
震
災
か
ら
復
興
へ
と
歩
む
様

子
は
、
建
築
業
務
に
携
わ
る
者
と

し
て
学
ぶ
こ
と
は
と
て
も
多
く
、

想
定
外
を
常
に
意
識
し
て
お
く
姿

勢
も
学
び
ま
し
た
。

　

今
後
も
窓
口
で
の
応
対
な
ど
、

分
か
り
や
す
く
丁
寧
な
説
明
を
心

掛
け
て
い
き
ま
す
。

建築指導課

下
しもひら
平　弥

やよい
生 さん（28）

横浜市から派遣

落ち着いて！　よく見て！
　　　よく聞き！　高台へ！
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募
集
・
案
内

募
集
・
案
内

復興特区による税制優遇制度

守られていますか？あなたの人権

復
興
特
区
の
種
類

特区の名称（認定日） 対象区域 対象業種

石巻まちなか再生特区
（平成24年3月23日）

中央、中瀬、立町、千石町、鋳
銭場、穀町、日和が丘一丁目
の一部、住吉町一丁目の一部

医療業、商業、宿泊業、飲食
業、ICT関連産業、新エネ
ルギー関連産業など

愛ランド特区
（平成24年7月27日）
※平成24年9月28日変更

田代、渡波、荻浜、雄勝、北上、
牡鹿の各地区の一部

商業、宿泊業、飲食業、新エ
ネルギー関連産業など

ものづくり特区
（平成24年2月9日）
※平成26年2月28日、
　平成27年4月27日変更

用途地域における「工業専用
地域」、「工業地域」、「準工業
地域」のうち既存居住地域を
除く地域などの一部

自動車や高度電子機械、食
料品などの製造関連産業

IT特区
（平成24年6月12日）

中央、門脇町、羽黒町、山下・
大街道、湊、中里、開成、蛇田
の各地区の一部

情報サービス関連産業

農業特区
（平成24年9月28日）

渡波、稲井、蛇田、河北、河南、
北上、牡鹿の各地区の一部

農業に関連する食料品製造
業、宿泊業、飲食業など

税
制
特
例
の
内
容

①新規立地法人優遇税制
新設の法人が指定後5年間法人税の課税を繰り延べ
②新規取得設備の特別償却または税額控除
新規取得などした建物・機械などについて、特別償却または税額控除
③被災雇用者給与の特別控除
被災雇用者などに対する給与等支給額の10％を、税額の20％を限度に5年間税額控
除
④研究開発設備の特別償却と税額控除
開発・研究を目的とする新規取得資産について、特別償却と併せて税額控除
⑤地方税の特例
　①、②、④の特例を受けた場合、固定資産税などの減免を最大５年間受けられます。
※①～③は、各年度でいずれか一つの選択適用となります。
　④は併用することができます。

　復興特区による税制優遇制度の相談、申請を受け付けています。
　対象となる法人・個人事業者の方は、法人税や所得税、地方税減免などの特
例を受けることができます。
※特例を受けるためには、市または県からの指定および事業実施状況の認定が
必要です。特区の認定日以降で前年度以前に取得した対象資産は、指定後に
確定した分の地方税のみ免除を受けられます。

人権擁護委員はあなたのまちの身近な相談パートナーです！

□申 ・□問　商工課（内線 3524）

□問　仙台法務局石巻支局　☎ 22-6188　市総務課（内線 4040）

石巻市の人権擁護委員　23人（敬称略）
石巻地区 河北地区 河南地区 北上地区

大　國　龍　笙 浮　津　康　逸 渥　美　佳　子 阿　部　　　悟

髙　橋　壽　枝 三　浦　直　人 佐々木　慶一郎 加　藤　ひろ子

佐々木　多佳子 日　野　ゆう子 木　村　孝　禅

田　中　憲　夫 雄勝地区 桃生地区 牡鹿地区
阿　部　慶　吾 佐　藤　正　道 佐々木　芳　美 阿　部　幸　恵

馬　場　　　務 阿　部　清　隆 千　葉　秀　子 岡　田　　　伸

浮　津　由　巳 米　谷　智惠子

鈴　木　みどり

　
市
役
所
本
庁
舎
１
階
に
設
置

し
て
い
る
証
明
書
自
動
交
付
機

は
平
成
31
年
１
月
末
に
サ
ー
ビ

ス
を
終
了
し
ま
す
。

　

印
鑑
登
録
証
は
、窓
口
で
印

鑑
登
録
証
明
書
を
申
請
す
る
際

に
必
要
で
す
の
で
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交

付
サ
ー
ビ
ス
の
ご
利
用
を
希
望

す
る
方
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方

は
、申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、自
動
交
付
機
は
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、休
止
し
ま

す
。

と
き　
12
月
29
日（
土
）～
１
月

３
日（
木
）

□申・□問　
市
民
課

　
（
内
線
２
３
１
９
）

　
12
月
29
日（
土
）か
ら
１
月
３

日（
木
）ま
で
、コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
な
ど
で
の
証
明
書
交

付
業
務
を
停
止
し
ま
す
。

□問　
市
民
課（
内
線
２
３
１
３
）

　

ミ
ン
ク
鯨
赤
肉（
約
５
５
０

ｇ
）を
頒
布
し
ま
す

と
き・と
こ
ろ

 

・ 

12
月
15
日（
土
）・16
日（
日
）

　
午
前
９
時
～
正
午

　
超
低
温
冷
蔵
庫

（
魚
町
二
丁
目
14　

水
産
物

地
方
卸
売
市
場
東
隣
）

 

・ 

12
月
８
日（
土
）

　
午
前
９
時
～
正
午

　
道
の
駅「
上
品
の
郷
」

対
象　
市
内
在
住
の
方

※
飲
食
業
な
ど
営
業
目
的
の
方

は
ご
遠
慮
願
い
ま
す
。

頒
布
数
量　

ミ
ン
ク
鯨
赤
肉

３
、０
０
０
パ
ッ
ク

※
１
人
当
た
り
の
購
入
数
量
を

限
定
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。な
く
な
り
次
第
終
了
し

ま
す
。

料
金　
１
パ
ッ
ク（
５
５
０
ｇ
）

あ
た
り
約
１
、３
０
０
円

※
10
㎏
の
鯨
肉
を
18
分
割
に
カ

ッ
ト
し
た
も
の
を
真
空
に
包

み
な
お
し
て
お
り
、内
容
量

に
差
が
あ
る
た
め
、１
パ
ッ

ク
当
た
り
の
金
額
に
ば
ら
つ

き
が
あ
り
ま
す
。

□問　
水
産
課（
内
線
３
５
１
３
）

　
就
職
に
関
す
る
相
談
が
出
来

ま
す
。

と
き・と
こ
ろ

 

・ 

12
月
５
日（
水
）

　
牡
鹿
総
合
支
所

 

・ 

12
月
12
日（
水
）

　
北
上
総
合
支
所

 

・ 

12
月
20
日（
木
）

　
桃
生
総
合
支
所

※
全
て
午
前
10
時
～
午
後
３
時

□問　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
石
巻

　
（
泉
町
四
丁
目
１－

18
）

　
☎
９
５－

０
１
５
８

　
市
商
工
課（
内
線
３
５
２
４
）

　
来
年
度
の
競
争
入
札
参
加
資

格
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け
し

ま
す
。申
請
期
間
は
来
年
２
月

上
旬
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

詳
し
い
内
容
は
、あ
ら
た
め
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

《
建
設
工
事
お
よ
び
測
量・建
設

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務（
本

登
録
）》

 

・ 

承
認
期
間（
予
定
）　
平
成
31

年
４
月
１
日
～
平
成
33
年
３

月
31
日

※
す
で
に
登
録
済
み
の
方
も
、

平
成
31
年
３
月
31
日
で
有
効

期
限
が
切
れ
ま
す
の
で
、新

た
に
手
続
き
が
必
要
で
す
。

《
物
品
購
入
、役
務
提
供
、小
規

模
契
約
希
望
者
登
録（
補
充
登

録
）》

 

・ 

承
認
期
間（
予
定
）　
平
成
31

年
４
月
１
日
～
平
成
32
年
３

月
31
日

※
す
で
に
登
録
済
み
の
方
は
、

有
効
期
限
が
平
成
32
年
３
月

31
日
ま
で
あ
り
ま
す
の
で
、

今
回
申
請
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

□申・□問　
管
財
課　
☎
２
３－

６

　
６
１
１ 

・ 

２
３－

６
６
１
２

　
「
木
造
住
宅
耐
震
診
断
助
成

事
業
」、「
木
造
住
宅
耐
震
改
修

工
事
助
成
事
業
」お
よ
び「
危
険

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
除
却
事
業
」の

申
し
込
み
を
12
月
７
日（
金
）で

終
了
し
ま
す
。

　
す
で
に
申
し
込
み
済
み
の
方

で
工
事
の
完
了
報
告
を
出
し
て

い
な
い
方
は
、１
月
31
日（
木
）

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

□申・□問　
建
築
指
導
課

　
（
内
線
５
６
７
５
）

　
平
成
31
年
１
月
１
日
現
在
に

所
有
し
て
い
る
事
業
用
の
償
却

資
産
の
申
告
を
お
願
い
し
ま

す
。

対
象　
市
内
で
事
業
を
営
ん
で

い
る
法
人
お
よ
び
個
人
の
方

申
告
書
送
付
日　

12
月
中
旬

（
平
成
31
年
度
分
）

※
申
告
の
日
程
な
ど
に
つ
い
て

は
同
封
の「
申
告
の
手
引
き
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
平
成
30
年
中
に
事
業
を
開
始

し
た
方
で
申
告
書
が
届
か
な

い
場
合
は
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

□申・□問　
資
産
税
課

　
（
内
線
３
１
１
９
）

　

消
防
法
の
改
正
に
よ
り
、平

成
31
年
10
月
１
日
か
ら
、火
を

使
用
す
る
設
備
ま
た
は
器
具
を

設
け
た
、１
５
０
㎡
未
満
の
飲

食
店
に
も
消
火
器
具
の
設
置
が

義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

□問　
石
巻
広
域
消
防
本
部
予
防

課　
☎
９
５－
７
１
６
７

　

万
一
の
火
災
に
備
え
、積
雪

時
は
消
火
栓
や
防
火
水
槽
の
ふ

た
が
雪
で
隠
れ
な
い
よ
う
に
、

除
雪
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、全
て
を
巡
回
し
て

除
雪
す
る
に
は
、か
な
り
の
時

間
を
要
し
ま
す
。

　
自
宅
前
や
職
場
な
ど
で
除
雪

を
行
う
時
は
、付
近
の
消
火
栓

な
ど
も
除
雪
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

な
お
、除
雪
作
業
を
行
う
際

は
、転
倒
に
よ
る
け
が
や
走
行

中
の
車
な
ど
に
十
分
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

□問　
石
巻
地
区
消
防
本
部
警
防

課
　
☎
９
５－

７
１
１
１

　
国
保
加
入
者
が
会
社
の
社
会

保
険
な
ど
、国
保
以
外
の
健
康

保
険
に
加
入
し
た
場
合
に
は
、

国
保
の
喪
失
手
続
き
が
必
要

で
す
。喪
失
手
続
き
を
し
な
い

と
国
保
は
加
入
し
た
ま
ま
と
な

り
、保
険
税
も
課
税
さ
れ
た
ま

ま
と
な
り
ま
す
。

喪
失
手
続
き
に
必
要
な
も
の

 

・ 

社
会
保
険
証
の
写
し
、国
民

健
康
保
険
証（
あ
る
場
合
の

み
）印
鑑
、身
分
証
明（
免
許

証
等
）、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

※
郵
送
で
も
可
能
で
す
。詳
し
く

は
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□問　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
４
７
）

　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
各
支
所

　
８
月
～
11
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
を
12
月
11
日（
火
）に
振
り

込
み
ま
す
。

□問　
子
育
て
支
援
課

　
（
内
線
２
５
１
２
）

　
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

建
築
物
等
耐
震
対
策
助
成

事
業
受
け
付
け
終
了
し
ま
す

償
却
資
産
申
告
書
を

送
付
し
ま
す

小
規
模
な
飲
食
店
に
も

消
火
器
具
の
設
置
が
義
務
化

証
明
書
自
動
交
付
機
利
用

に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス

を
一
時
停
止
し
ま
す

鯨
肉（
調
査
捕
鯨
副
産
物
）

冬
の
特
別
頒
布
会

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の

出
張
相
談
会

消
火
栓
や
防
火
水
槽
の

除
雪
に
ご
協
力
を

国
民
健
康
保
険
の
喪
失
届

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

今
月
は
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
月
で
す

「
業
者
登
録
」の
お
知
ら
せ


